
１ 届出の概要 

 大規模小売店舗の所在地及び名称 

 （仮称）ドン･キホーテ松原店 松原市丹南三丁目２３７番地の４ほか 

 (附則第５条第１項関係)   

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前）午前１０時００分～午後９時００分 

（変更後）２４時間 

 (2)来客が駐車場を利用することができる時間帯 

（変更前）午前９時３０分～午後９時３０分 

（変更後）２４時間 

２ 届出年月日 

  平成２７年１月２９日 

３ 届出に係る書類の縦覧の期間及び場所 

  (1) 縦覧の期間 

      平成２７年２月２日から平成２７年６月２日まで 

  (2) 縦覧の場所 

      松原市阿保一丁目１番１号 市役所庁舎６階 

      松原市市民生活部産業振興課 

４ 意見書の提出先 

  〒580-8501  松原市阿保一丁目１番１号  

  （TEL (072)337-3112 直通） 松原市市民生活部産業振興課 


